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近畿大学法科大学院2010年 講演会

日 時 平 成22年12月4日(土)13:00～14:30

場 所 近 畿 大 学 本 部 キ ャ ンパ スB館10階MM教 室

アーマ 「司法制度改革がもたらしたもの」

講 師 宮崎 誠 氏(元 日弁連会長)

紹介にあずか りました宮暗でございます。今日はつたない話を聞きに来てい

ただきまして,あ りがとうございます。

「司法制度改革がもたらしたもの」という今 日の演題ですが,私 は日弁連活動

の中で司法改革の一部分に携わってまいりました。裁判所から見た立場,検 察

庁から見た立場,あ るいは産みの親である佐藤幸治先生から見た立場,い ろい

ろあろうかと思います。そういう意味で,本 日は日弁連サイ ドから見た 「司法

制度改革がもたらしたもの」ということになると思います。

(以下スライ ド併用)

#3弁 護士会の沿革

取 りあえず,日 弁連はどんな組織か,日 弁連の会長は何をしているのか,法

科大学院の皆様はある程度ご存 じかと思いますが,代 言人制度から始まって,

今年で約130年 ですか。戦前 も司法省の監督を受ける各地の弁護士会,全 国組

織の日本弁護士協会はありましたが,戦 後,議 員立法によって弁護士法が制定

されました。議員立法でしたが,憲 法上規則制定権(77条)を 有する最高裁の
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反対 もあり,国 会を通過するのに難航 しまして,衆 議院を通 ったけれども参議

院で否決されて,ま た衆議院の3分 の2条 項で成立 した。その結果,強 制加入,

完全自治権を有する日弁連が発足 しています。従って,弁 護士法によって誕生

した日弁連としては60周年になります。

#4日 弁連 創立60周 年

60周年の記念切手を発行 しましたので,そ の記念切手に載っている画像をそ

のまま取ってきたわけです。場所は,大 変いい場所にあります。霞が関で,東

京高裁の裏側,検 察庁の横側,日 比谷公園が真ん前です。隣には厚生労働省が

あって,日 夜デモの声が鳴 り響いていますが。

なぜこんな一等地に民間団体の日弁連がいるかというと,先 ほどの沿革でも

申しましたが,終 戦まで弁護士会は司法大臣の監督下にあったわけで,従 って

東京の3つ の弁護士会と日弁連の4つ の会館 も皆,法 務省の敷地中にあったわ

けです。法務省の中にあって,総 会など集会の際の検事の見張 りのたあのテラ

スが建物の2階,玄 関の上にありました。不逞の輩と思われていたのだろうと

思いますが,4つ の建物の土地使用料をそれぞれが払っていたので,何 となく

借地権的なものがあるのではないかということで,東 京の3弁 護士会と日弁連

の4つ を合わせて,こ ういう立派な場所で,国 有地を貸 していただいていると

いうことです。

念のため,建 築費用は全て会員の寄付でまかなわれています。

#5司 法制度改革の三つの柱

さて,今 回,佐 藤先生などが大きく関与されて,司 法制度改革が実現 しまし

た。

中坊公平という日弁連の会長を した人が提唱 していた 「2割司法の打破」が

合言葉でもありました。
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今まで法的紛争は,裁 判所や,弁 護士が絡むなど,司 法が絡むのはわずか2

割程度 しかない。あとはまず地方の議員さん,村 会議員,町 会議員,あ とは町

の有力者がやっている。そのほかは事件屋 ・暴力団がやっている。そういうこ

とで 「2割 司法」 と言われていたわけで,紛 争が,力 関係など合理以外の要素

で決まるのではなく,何 とか透明・公平な司法が解決する分野を幅広 くしたい。

先進諸国のように,多 くの法的紛争が司法制度の中で解決されていくようにし

たい。

こういうことで,第1の 目標が,「 より利用 しやす く,分 か りやす く,頼 り

になる司法制度」を作ろうということです。

第2に,そ れを支える基盤 として不可欠な,質 量 ともに豊かなプロフェッ

ションとしての法曹を確保する。 こういう改革の中に法科大学院の設立 もあっ

たわけです。

第3が,司 法 というのは専門家の官僚 と弁護士だけという,国 民からは敷居

の高い存在になっていたわけです。国民的統制がm弱 いのは,ご 承知のとお

り司法の分野です。国会は選挙で成 り立ちます。行政は上に来る大臣 ・副大臣

が国会議員です。 ところが,司 法は上に頂 く最高裁長官 も官僚ですし,検 事総

長 も官僚です し,私 は全会員の直接選挙で選ばれましたが,日 弁連会長 も国民

から選ばれたわけではありません。そういう意味では国民に基盤を置いていな

いわけです。それを,国 民的な基盤を強 くしようと。そのことの方が国民の信

頼を得ることができるということで,裁 判員裁判など,市 民参加の改革が行わ

れたわけです。

#6司 法制度改革一沿革

司法制度改革というものが政府 レベルで取 り組 まれ始めたのは,1999年 で

す。わずか10年 ちょっとしか経 っていないのに,こ の間さまざまな大改革が行

われて,司 法の在 り姿が大きく変わりました。司法制度改革審議会(1999年 ～
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2001年)が 始 ま って5年 後 の2004年 に は法 科 大 学 院 が 開 設 され る と い う,猛 ス

ピー ドで 改 革 が 行 わ れ た わ けで す 。

#7司 法制度改革審議会が誕生するまで

さて,私 はポンチ絵(一 目見て分かる絵やグラフにまとめたもの)を 持参 し

ました。 日弁連から見て,司 法制度改革とはどういう歴史的経過で生まれてき

たのだろうと。ある日突然,内 閣が指示 して司法制度改革審議会ができたわけ

ではない。歴史的な必然性があるわけです。

この歴史的必然の始まりは1989年,法 務省が提案した 「司法制度改革の基本

構想」の提言があるわけです。当時司法試験が400人,500人 しか合格 しないの

で,検 事のなり手がほとんどいな くなって しまったのです。13人 とか18人 と

か,こ れはたまらないということで,日 弁連から言 うと 「自分たちの改革をお

ざなりにして,人 のせいにするな」 ということですが,試 験制度があまりに受

験地獄になりすぎていて,司 法試験に通るために何年 もかかる。合格者 も高齢

化する。社会問題となり,こ れは何とかしなくてはという風潮 もあり,も っと

短期間でも合格できる制度に改革 しようということを,法 務省が甲案,乙 案,

丙案と3つ の改革案を打ち出したわけです。丙案は3案 の中では合格数が一番

少ない700人程度ですが,500人 は成績順に合格させ,あ と200人程度は3回 内の

受験者層の中から選ぼうと。皆さん方には回数制限がありますが,こ のときの

丙案もそうで した。やはり若い人の方が検事にもなって くれる。10年 も受験勉

強 して くると,元 を取 らなくては駄目だということで,み んな弁護士になる。

定年も早 く来ますから,検 事になって くれない。そのようなことがきっかけで

結果的に,司 法制度改革を訴える最初の提言とな りました。

これを受けて日弁連も,司 法制度改革は試験制度だけにとどまるものではな

いとして,日 弁連の悲願の,い ったん弁護士になって,そ れから検事や裁判官

になるという,イ ギリスやアメリカ型の法曹一元の制度を目指すべきだと提言
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し,よ り国民に近い,親 しみやすい司法制度にしようという司法改革宣言をし

たわけです。

ただ,法 曹人 口増については,と ても大変な騒動が起きるわけです。ご承知

のとおり,日 弁連は法曹人 口の増大については,一 貫 して会内で大きい対立を

抱えています。職能団体だと割り切れば,競 争相手が増えるのは困るから,法

曹人口は少ない方がいいと。通 ってきたばかりの人たちの団体ですから,通 る

前の自分の苦労はさておいて,通 った後だから,合 格者は少ない方がいいとい

う議論が巻き起こるわけです。法科大学院卒業生 も通 った後で少ない方がいい

と言う人が多 くて,と ても困っているのです。僕 らは「蜘蛛の糸卒業生」と言 っ

ているのですが,芥 川龍之介の(笑)。 皮肉ですがそういう現実があります。

昔 も合格者を700名 に増やそう,も う少 し増やそうということで,と てももあ

ました。パワーポイ ントの黄色で印がついている部分,日 弁連の決議が三つ並

んでいます。丙案を受け入れる際,日 弁連は,法 曹人口は外部の人の意見を聞

こうではないかということで,法 曹養成制度等改革協議会を作 ったわけです。

日弁連は,検 察庁がもっと明る く,開 かれた,生 きがいのある職場になれば,

法曹人口を増やさな くても,検 事の希望者は増える。合格者が500人 でも600人

でも増えるのだと主張したのです。有識者など外部の人は,き っと日弁連の言

うことを理解 してくれる。そういう甘い考えで1991年 に法務省や最高裁の協力

を得て法曹養成制度等改革協議会が作 られました。

しかし,そ の協議会で外部の有識者のほとん どが,700人 をはるかに上回る

1,000人あるいは1,500人 の法曹人口大増員論で一致 したわけです。自らが作 っ

て,自 らの意に反する意見で統一されて しまったわけです。ここから,わ れわ

れは時々皮肉混 じりに,「日弁連の常識 世間の非常識」と自嘲するわけですが,

混迷 します。マスコミからは,ギ ル ドだと厳 しく批判されました。ここにマス

コミというカーソルがありますが,み んな批判的な社説で,今 も給費制で批判

されていますが,特 に象徴的だったのは,わ ずか100名 増(800名)を5年 間堅
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持する旨の1994年 の総会決議が,協 議会メンバーやマスコミの怒りを買いまし

た。それでもなお,法 曹三者間の協議がなかなか進まず改革に着手できなかっ

たわけです。

なぜ法曹三者の協議が進まないと改革が進まなかったのかというと,皆 さん

方はご承知ないかも分かりませんが,東 西冷戦構造のときに,自 民党政権下で

は,青 法協の裁判官はけしからんとか,司 法や裁判に介入するような動きがあ

りました。そこで1970年,司 法のことは法曹三者が十分協議 して,そ れから法

律にして,議 会に上げてきなさいという附帯決議がなされました。それは有難

か ったのですが,以 降,結 果的に日弁連が拒否権を持 ってしまったのです。そ

こで,日 弁連が 「法曹人口増に反対だ」と言 うと,三 者間の合意ができず,合

格者がなかなか増えない。高まる世論の反発を背景に業を煮や した自民党や時

の政府が,国 会主導 ・政治主導の司法制度改革という形で踏み込んできたわけ

です。

以前なら司法制度に立法府や内閣が入って くる,新 聞社説などで大批判が起

きるところですが,日 弁連があまりにギル ド的な決議や対応を したために,自

民党が 「司法制度改革を,こ れから政治主導でやるのだ」と言い出 して も,マ

スコミも何も言わなかったのです。む しろいいことではないかという社説もあ

りま した。世論を敵に した報いで しょうか。そういう経緯で,司 法制度改革審

議会が内閣の下で,で き上がったわけです。座長をされたのが佐藤幸治先生

だったとわけです。

ある意味,日 弁連バ ッシングか ら始まったのが,司 法制度改革審議会だと

いって もいいと思 います。 日弁連に任せておいたら,法 曹三者に任せていた

ら,司 法制度改革は進 まない。先ほどあ りましたが,「質量 ともに豊かなプロ

フェッションとしての法曹を確保する」ということも進まない,と いうことで,

1999年 に内閣の下に司法制度改革審議会ができると,ア ンチ日弁連のエネル

ギーがたまっていたこともあるので しょうか,改 革を求めるエネルギーは高
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く,ま た日弁連 も路線を変更 してというか,変 えなければ置いていかれるとわ

かっていましたから,一 緒に改革を進めることとしたので,わ ずか1～2年 ぐ

らいの非常に濃密な審議の結果,意 見書を出しました。これが司法制度改革の

政府としての出発点であったということです。

司法制度改革の歴史を語るのが今日の趣旨ではな くて,内 容を申し上げるの

が今日の趣旨ですから,こ の程度にしておきます。

日弁連が法曹人口増について徹底 して反対 したので,世 論を敵にして しまっ

た。そこで自民党などが司法制度について,国 民の目線で司法制度を改革すべ

きだと言い始め,小 泉総理大臣の規制緩和路線 とも相まって,自 由競争の受け

皿 として,セ ーフティネッ トでもある司法制度を幅広いものにしよう。司法の

活躍分野を大きくしよう。それから,日 弁連に拒否権があるような法曹人口の

在 り方については,日 弁連の拒否権を認めないということになっていったわけ

です。 日弁連の会長をしながら言 うのはおかしいですけれども,歴 史を見ると

残念ながらそれはやむを得ないことだったろうと思 っているわけです。

#8民 事司法制度の改革

その結果民事司法ではこのような改革が行われました。特に労働審判が好評

です。これはご承知か もしれませんが,3回 の審理で結論を出す。 しかも労働

者側,経 営者側の委員,裁 判官と合計3名 で,両 方の言い分を聞いて,3回 目

で結論を出す。早い,そ れか らフェアだということで,非 常に評判のいい制度

です。

また,法 テラスという,後 で出てきますが,今 まで扶助協会といって日弁連

が生み育てていた組織ですが,貧 しい人のための司法へのアクセスを増やすと

いうことで,独 立行政法人として,国 の機関とな りました。

また,行 政訴訟については門前払いが極あて多かったのですが,こ れも管轄

を広げ,行 政へのチェック機能を強化 しようという改革も行われま した。知財
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高裁もできました。 これらの制度は,す べて司法制度改革審議会の答申に基づ

いて立法化されたものです。

#9刑 事司法制度の改革

刑事司法はそれ以上に大きく改革されました。被疑者国選と,裁 判員裁判が

導入されました。裁判員裁判は,皆 さま方,毎 日のように新聞の見出しに載っ

ていますから,ご 承知かと思います。犯罪被害者の刑事裁判への手続参加もあ

ります。

最後の,検 察審査会の議決に拘束力を持たせるという制度改正です。政治家

はみんな反対するだろうと思っていましたが,こ れもあっという間に通 りまし

た。本当は1本 だけでも大ニュースとなるような改革が,30本 も法案となって

通過したので,政 治家も気が付かなかったので しょうね。

#10司 法制度を支える人的基盤の整備

人的な基盤の整備,こ れは皆さん方の法科大学院が非常に大きい目玉の一つ

ですが,言 い換えれば司法試験合格者数の増加ということです。少 し前は,合

格者700人 でどうのこうのと散々言 っていたのですが,取 りあえずグラフを見

ていただきますと,1999年 の司法制度改革審議会設置のころから合格者がずっ

と増えています。また少 し減 り気味ですが,こ れは後で話を したいと思いま

す。

法テラスという制度 新司法試験の制度,弁 護士の国際化,そ して隣接士業,

司法書士簡裁代理権,下 から2番 目は,下 級裁判官指名諮問委員会,地 味です

が,非 常 に大きな効果をもたらしました。最高裁判所がすべての人事権を持っ

ていたため,気 に入らない裁判官は左遷されるとか,そ の結果,上 ばか り見て

いるという 「ヒラメ裁判官」の存在が批判されるようにな り,思 想信条で差別

しないために,外 部委員を入れた諮問委員会を作 りました。

・:



法科大学院論集 第7号

ご承知のように裁判官は10年 ごとの再任制度ですが,裁 判官の再任をすると

きこの諮問委員会に資料を出 して議論 し判断する。修習生か らの採用 もこの指

命諮問委員会を通すというルールになったわけです。

これが運用された結果,思 想信条による再任拒否という疑いは消えつつある

上,困 った裁判官を堂々と排除できるので,法 務省の人が,冗 談半分で しょう

が,「私のところもあんな制度を作 っておけばよかった」「とて も変な検事がい

て,首 を切るのに困っている」 というようなことを言っていま したけれども,

そのような改革も行われたわけです。

#11国 民的基盤の確立

国民的基盤の整備は,何 をおいても大きいのは裁判員制度の導入です。

それから,検 察審査会決議の拘束力が強化されたことです。先ほど触れまし

た。しかし,こ れが唯一の検察改革であったのですね。これまでは起訴を独占

するのは検察官であったわけで,99.8%と か99.9%の 有罪率を誇 りなが ら,無

罪になりそうなものはみんな起訴 しない。極端かもしれませんがちょっと手問

のかかりそうな事件はみんな起訴 しないと,僕 らは陰で,起 訴すべき事件を起

訴しないのも問題だと言っていたのですが,と もか く不起訴も起訴 も全部,検

察官の専権であったのです。これに唯一,穴 を開けたのが,検 察審査会の決議

が拘束力を持ったことです。

#12特 に注目を浴びる改革

今回の司法改革の中で特に注目を浴びるのは,裁 判員制度,法 テラス,法 曹

人口です。

法テラスは皆さんご存じでしたか。学生さんだけで結構です。教官には聞き

ません(笑)。 知っておられた方,手 を挙げていただけますか。浸透率,4割 。

分かりました。
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市民の司法解決へのアクセス確保のたあに,法 テラスができました。

それから,皆 さま方が一番関係する法曹人口の拡大。 これは幅広い司法,身

近な司法を実現するためのインフラとして必要なのだということ。そういう意

味で法科大学院に期待するところが大きいわけです。

私 も日弁連会長のときに「法科大学院をもっとつぶせ。定員をもっと下げろ」

と言 っていましたけれども,別 段憎 くて言っているわけではなくて,法 科大学

院が健全に育つためには,質 的な充実が大切であり,そ うでないと乱立 した法

科大学院で学ぶ学生がかわいそうだという思いであったわけです。

#13裁 判員裁判の実現

さて,裁 判員裁判は司法制度改革の最後の仕上げとして実施されました。今

回の司法制度改革をm象 徴する制度であったと私は思っています。

「世界標準,司 法への国民参加」との見出しは,外 国では陪審あるいは参審

として市民の直接参加が実施されているからです。陪審は1回 限り,日 本の裁

判員も1回 限り,そ の事件限りです。参審というのは任期があって,市 民が裁

判官と一緒に任期中の裁判について合議にも参加するという制度ですが,い ず

れにしても市民参加は世界標準です。今,大 国で市民参加がないのは中華人民

共和国くらいですか。スペインのフランコ総統が倒れたときも,ロ シアの民主

革命が起きたときも,真 っ先に復活 したのが陪審員裁判です。何年か前にロシ

アの弁護士会が来て 「市民参加がない,日 本は非民主的ではないか」と言われ

た時には,何 となく釈然としませんでしたが,そ れ ぐらい市民参加は世界標準

であるということです。市民を信頼するということです。

それから,「透明な社会(司 法)作 りに資する」目的というのは,今 までプ

ロだけの手続きですから,市 民が参加する前提として,市 民に分か らなければ

ならない。裁判官,検 事,弁 護士だけが分かる言葉のや りとり,傍 聴 していて

も分からない議論は,や めようと。
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それとともに市民が参加して,裁 判全体の手続 も,裁 判員中心に変わってく

る。密室で作った調書に頼 らず,公 判廷のやりとりが中心になって手続きも透

明になる。そして市民がee重 要な判決にまで,死 刑判決にまで関与できるわ

けですか ら,「司法の敷居」が,そ れほど市民にとって高いものではないと実

感できるのではないか。市民が死刑判決までできるのだから,行 政手続の重要

な手続きに市民が参加する透明な社会作 りを目指 しやすくなる。 こういうさま

ざまな狙いを込めて,裁 判員裁判を施行 しようとしたわけです。

#14施 行間近に起こった裁判員裁判への反対論

施行間際に起 こった反対論は,い ろいろあります。

① 裁判員の負担から来る消極的な世論

まず,市 民の皆さんから 「こんなものは,か なわない。 日常生活を中断して

参加 しなければならない。今の裁判官裁判は十分信頼できるではないか。われ

われに死刑判決まで下させるのか」。こういう消極的な世論,世 論調査の結果

はず っと変わりませんでした。

② 被告人の人権保障が十分か

人権派の弁護士さんや,元 裁判官の方から 「こういう大衆裁判のような制度

で,被 疑者 ・被告人の権利を守る法改正が不十分ではないか」と,人 権保障の

面からの反対論 もありました。確かに裁判員裁判は,人 権を守るために出てき

た制度ではないのですよね。ここは少 し微妙なんですが,基 本的には市民と司

法の垣根を低 くする,そ して透明な司法を作るという大きな目的があって,出

てきたわけです。そういう意味では,人 権保障が十分かと聞かれれば,ま だま

だ不十分なところもあると,し か し今までの調書中心の裁判よりは必ずよくな

るはずだと考えているわけです。

③ 元裁判官,弁 護士 らの危惧

われわれ玄人が一生をかけてやってきたものを,素 人が多数決で決めるとは
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何ごとか という,プ ロにありがちな 「素人に何ができるか」 という反対論は,

元裁判官,元 検察官から非常に多かったのです。

④ 憲法違反ではないか

もう一つは,憲 法違反ではないかと。裁判官の裁判を憲法は保障 しているの

であって,素 人が判断できるというのは憲法規定にはない。陪審員裁判をやっ

ている国も参審をやっている国も,素 人の人たちが裁判に参加できるような憲

法を持 っているぞ,裁 判員制度は憲法違反だという反論がありました。

しかし,日 本国憲法を作 ったときに,陪 審 も参審 もあり得るように,戦 前の

憲法の条文を少 しずついじっているのです。明治憲法は,「裁判官による裁判」

を受ける権利を定めていたのです。今の憲法は,「裁判所による裁判」を受 ける

権利 と変えているのです。なぜこれを変えたかというと,陪 審員裁判を想定 し

ていたのだということが,当 時のいろいろな議事録を分析 しても明確に分かる

ので,憲 法違反ではないという学者,京 大の土井教授などですが,的 確な反論

がいろいろありまして,今,④ は決着が付いてきているかと思います。

⑤ 守秘義務,問 題点の検証が困難

裁判員には守秘義務があるので,後 か ら検証ができないではないかと。 この

批判を考慮 して,最 高裁は裁判員に詳細なアンケー トを取 っており,そ の結果

を日弁連などにも渡すようにしています。裁判員の固有名詞は入 っていません

が,ど の裁判か分かるような形にして,ど んな点が分か りやすか った,ど んな

点が分か りにくかったという形で,一 定の検証が可能なようにしています。

⑥ 日本人に合わない,だ か ら戦前の陪審裁判は失敗 した?

もう一つは,日 本人には合わない。 これはいつも聞 くのです。 シャイだ と

か,裁 判官の前で議論できないとか。僕は決 して日本人はシャイだと思わない

し,議 論ができないとは思いません。

昔の陪審員裁判が失敗 したではないかという反論があるわけです。ただ,昔

の陪審員裁判は無罪率が高かったのに,被 告人や弁護人からなぜ利用されな
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かったか というのは,理 由があったのです。 もし有罪になったら,泊 まりこみ

の陪審員の費用は全部,被 告人が持たなければならない。無罪評決が出て も,

裁判官が気に入 らなければ,陪 審員の構成を変えて審理のやり直 しができたの

です。無罪評決を再度出せばまた,や り直 しになる。 こんな裁判を,誰 もみん

なリスクを冒して受けません。そういうことで,だ んだん廃れていった。弁護

士 も,リ スクは多い上に手問がかかる陪審員裁判を避けたのです。

それで も高い無罪率や記録に残 っている陪審員の熱心さ,警 官に対する尋問

の鋭さは特筆すべきものがありました。 しか し当時の陪審員裁判には,決 定的

な憲法上の限界がありました。天皇陛下が任命 した裁判官,と ても偉い,要 す

るに天皇陛下の身代わ りで裁判をしているわけですか ら,民 間の陪審員の判断

を優先 させ,そ ういうえらい人たちの権限を,最 終的に奪 うわけにはいかな

かったことが,戦 前の陪審員裁判の失敗の原因で した。 日本人に向かなか った

からではあ りません。

足を引っ張るというと語弊がありますけれども,い ろいろな危惧や不安,消

極的な世論も踏まえて,理 由はいろいろあったので,反 対する声が,一 つの政

局になった りもしました。民主党まで反対するとか,社 民党 も反対する,共 産

党も反対す る,立 法当時の与党だった自民党も内部で 「本当は,私 は反対だ」

という人まで出て くるということで,一 ・時はどうなることかと思いましたが,

このとき私は必死で動き,ま た会長声明も出 しま した。

#15対 応する日弁連の動き

これはなかなかいい会長声明だったと思いますが,誰 も言 って くれません。

いや,本 当は何人かの各方面の識者から 「めずらしく良かった」 という皮肉ま

じりに褒めていただきました。

また,論 説委員やマスコミとの懇談会で世論づくりを一生懸命 しました。誤

解に基づく反対論 も多かったので,国 会議員との朝食会や,弁 護士政治連盟と
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政党との朝食会をしました。弁護士政治連盟はなかなかいい団体で,業 界?の

政治団体は,自 分たちの権益拡大のためにしかやっていないのがほとんどです

が,弁 政連は法テラスの予算など司法制度改善を主に訴える朝食会をやってい

ました。

#162009/10/1法 の日の三者記者会見

写 っているのが私 と,真 ん中が検事総長,右 端が最高裁の事務総長ですが,

裁判所や法務省 と共同でジャパン・プレス ・クラブなど記者会見 もしました。

#17刑 事手続の変化

また,ポ ンチ絵を持 って,各 政党の幹部をお伺いしました。言いたいことを

1枚 のビラにして持 っていくのです。 というのは,あ の人たちは忙 しいし,文

章を書いても読んでくれないし,分 かりやす く書かないと駄 目なので,ポ ンチ

絵にしました。裁判員裁判が実施されると,刑 事裁判がどう変わるかという説

明図です。こうして見ると,法 律で決めて立法化 したのは,わ ずかなのです。

被疑者国選弁護がまず導入されました。捕まった直後から弁護士は準備 しな

いと,迅 速な裁判ができない。起訴されてから選任されるという,そ れまでの

制度であったら,起 訴されて 「こんにちは。あなた有罪を認めますか,無 罪で

すか」「あなたの弁解を調べましょうね」と言 っている間に,1週 間,2週 間

経ってしまうということで,被 疑者の段階か ら弁護士が付きましょうという制

度を設けました。

また,公 判前整理手続が設けられて,そ こで出すべき証拠は出しなさい,見

せなさい,し かも今までは検察官が証拠を見せない,最 近は見せないどころか,

証拠の偽造まで しますが,捜 査当局に不利な,と いうことは被告人に有利な証

拠は,見 せない。「当たり前だ。われわれは法廷で争 っている当事者だから」と

いう理由で見せなかったのですが,こ れを事前に見せるようにしよう。新 しい
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証拠が少 しずつ出てくるのでは,で は反論を次回公判 までに検討 してという形

で,五 月雨審理方式になってしまうからです。そこで,事 前に出すべき証拠は

全部出しましょうという制度 になったのです。その代わり始まった以上は,連

日開廷 となりました。

ですから,裁 判員裁判 というのは,本 当を言 うと,法 律で決めている事項 は

それほど多 くないのですが,そ れを支えるため,刑 事裁判の運用面は大きく変

わりました。捜査で言えば,例 えば弁護人が,殴 られた,打 ち合わせができな

かった,ひ どい捜査だと言 うと,真 偽を確認するため裁判が長引 くというので,

弁護士から接見の要求があったら,必 ず会わせうと警察や検察が通達を出した

のです。通達を出す前は,事 実上,理 屈をこねて会わせなかったのです。僕な

ども,何 度か接見ができなかったことがあ りました。取調べ中と言われると,

なかなか会えなか ったのです。 しかし裁判員裁判では弁護側の準備ができなけ

れば困るわけです。必ず会わせるようにしよう,会 わせなかったときは,そ の

後で,す ぐに会わせるようにしようという,運 用改善が行われました。接見の

時問 も昔は15分程度で したが今は1時 問は認あられるようになりました。証拠

開示に関する争いも,裁 判所の権限が強あられました。

また,供 述調書,今 まではすごい量の調書は,別 に珍 しくはないのです。殺

人事件ではもちろん大量ですが,普 通の窃盗罪で も分厚い調書がありました。

裁判員対象事件は重大な事件を扱うので,そ の大量の調書を裁判員は家に持 っ

て帰って読めません。裁判官は一人だか らこそ,裁 判所のマイクロバスに官舎

までみんなと乗って帰って,そ の記録を官舎の机の上に積んで,官 舎で記録を

読むという生活ができたのですが,裁 判員はそういうことはできません。従 っ

て,調 書の数を ぐんと減 らしました。減 らさざるを得ないわけですね。

調書の内容を ビジュアル化する。あるいは調書の内容をまとめて しまう。5

つ ぐらいの調書を一つにまとめる,し か も簡略化することが行われています。

また,重 要な調書や証拠を後で出すことができない。一発勝負になったので
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す。弁護士の一部の方から見ると 「後で有利な証拠が分かったときにどうする

のだ。弁護側の立証は許すべきだ。」という議論があるのですが,五 月雨審理を

防 ぐたあの法改正を行いました。

裁判員裁判は,法 律的にはそれほど大きく変わったわけではないのですが,

運用は様変わりしました。

日弁連としては,今 後とも取調べの全過程の録画や,証 拠の全面開示,さ ら

に保釈の運用改善を求めています。身柄を出してもらわないと,打 ち合わせが

できない。連日開廷ですか ら,た っぷ り打ち合わせ しようと思うと,裁 判を終

えてか ら拘置所に行かな くては駄目だ。そうすると,夜 帰ってきてか ら,ま た

明 くる日の準備をしなければな らない。弁護人にとって非常に負担があるの

で,で きるだけ保釈を して くれということです。

#18結 果はどうだったか?裁 判員の不安は克服されたか?

裁判員の不安は克服されたのかというと,裁 判員に選ばれる前は,「積極的に

やってみたい」「やってみたい」 というのが大体30%で す。私は,こ れは極め

て高いと思っていました。

私はアメ リカの陪審員裁判を見に行 ったことがあります。100人 ぐらい呼び

出されるのです。陪審員としてやってもらうかどうかという審問があるのです

が,み んな審問室に入っていって,陪 審員に選ばれなかった人は,う れしそう

な顔を して出て くるのです。選ばれた人は肩を落として出て くるので,誰 が選

ばれたかがす ぐ分かるのです。 日常生活を断ち切るので,日 本だけでな く,ど

この国でも嫌なのです。

私は大体30%と いうのは,い いなと。 というのは,検 察審査会に選ばれた人

も,ほ とんど同じ比率なのです。

参加した結果はどうだったか。「非常によい経験と感 じた」。 この括弧内の数

字はごく最近の トータルのアンケー トで,括 弧内でないのは直後6カ 月のアン
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ケ ー トで す が,「 よ い経 験 だ と感 じた」 「非 常 に よ い 経験 だ と感 じた 」 とい う比

率 は,ほ とん ど トー タ ル で 変 わ って い ま せ ん。

そ うい う意 味 で,こ れ を 見 て,国 民 の 事 前 の い ろ い ろ な 批 判 も,大 体 収 ま っ

て き て い るの か な と。 な お,念 の た あ に申 し上 げ ま す と,任 期6ケ 月 の 検 察 審

査 会 の 審 査 員 を 終 わ った 人 も,ほ とん ど同 じ比 率 で 満 足 度 は 高 い の で す 。

#19法 廷 で の説 明 等 は 分 か りや す か った か

さて,検 察 官,弁 護 人,裁 判 官 の法 廷 で の説 明 は分 か りやす か った か とい う,

裁 判 員 に対 す るア ンケ ー トで す 。 これ は 「分 か りや す か った」が検 察 官 で80%,

最 近 は数 字 が 落 ち て77%で す。 弁 護 人 で は49.8%,さ らに最 近 で は数 字 が 落 ち

て47%で す 。 裁 判 官 で は90.7%か ら89.5%と な りま した。 弁 護 士 の評 判 が 非 常

に悪 い わ けで,こ の 数 字 を ど う見 るか,も と も と は有 罪 の 人 が 多 いか ら苦 しい

弁 明 が 多 い と。 苦 しい 中 で 何 とか 分 か って も らお う と思 って,説 明 す る もの で

す か ら,ひ い て は 分 か りに くい と い う評 価 にな るの は 仕 方 が な いの か と思 うの

で す が,な お 努 力 しな けれ ば な らな い と思 って い ます 。

#20刑 事弁護の活性化,#21取 調べの可視化

刑事の司法制度改革の最大の直接的な効果は,刑 事弁護が活発化 したことで

す。さらに,わ れわれは取調べの可視化を求めています。これ もポンチ絵の ビ

ラを1枚 持っていって,国 会議員の方にご説明するのです。

今現在,一 部の録画が行われていることを知ってお られますか。ちょっと手

を挙げて ください。1人 ですね。認知度が少ない。

自白後,自 白が任意で行われたかどうかということを検証するたあに,一 部

録画が行われています。なぜ自白したのかという経過を撮ることに本当は意味

があるのに,自 白した後でこれは任意で供述を していますよということを録画

に撮るのは,か えって悪いと日弁連は批判 しています。保釈で出して もらいた
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い一 念 で 嘘 の 自白 を して も,自 白 後 の ビデ オ で は分 か りませ ん。 「や っ て い な

い」 「そ れ で は保 釈 しな い そ」 とい う双 方 の や り と りが 映 って い て こ そ意 味 が

あ る の です 。 た だ,日 弁 連 は,批 判 しつ つ も この導 入 に は徹 底 的 に は 反 対 で き

ませ ん で した。 全 警 察 に ビデ オ装 置 が入 る とい う こ と 自体 は,や は り一 歩 前 進

だ とい う思 い が あ って,次 の全 面 可 視 化 に 向 け て の一 歩 だ と,危 険 だ と分 か り

つ つ も,反 対 に躊 躇 が な か った とは言 え ませ ん。

台 湾,韓 国,香 港 と い った 国 々 で は,既 に全 面 可 視 化 が行 わ れ て い る とい う

こ と は知 っ て い ま した か。 韓 国 で も台 湾 で も行 わ れ て い る の です 。 別 に全 面 可

視 化 したか らと い って,治 安 が悪 くな った と い う国 は あ りませ ん。

自 白が 取 れ な くな る と治 安 当局 は反 対 して い る の です が,考 え て み る と,警

察 の,1日 の半 分 以 上 の 仕 事 は調 書 を 取 る こ と で す。 しか も,自 分 た ち の ス

トー リー を 押 し付 け た作 文 に よ って,裁 判 官 に 「こ う い う 自 白を しま した よ 。

本 当 に涙 を 流 しま した よ,本 人 しか 知 らな い こ と も言 って い るか ら,こ の調 書

は信 用 で き ます よ。 最 後 に はん こ も押 しま した よ」 と い う た め の調 書 を取 る こ

と に,時 間 を 取 られ て い るの で す 。 私 は録 画 に よ って,そ の 半 分 を 解 放 して あ

げた ら と。 と い うの は,ほ とん どの 犯罪 で,8～9割 は 自白 して い る の だ か ら,

そ れ を テ ー プ に撮 った ら,あ との8割 で 町 に出 て 行 って 犯 罪 を 取 り締 まれ と言

い た い わ けで す。 そ の 方 が,治 安 は絶 対 よ くな る と考 え て い るの で す 。 取 調 室

に こ も って警 察 官 が調 書 を書 い て い る よ り,町 に出 て い る方 が,ず っ と プ レゼ

ンス が あ る と思 うの で す が。

#22ア メリカの捜査官も取調べの録画を支持

アメリカのイリノイ州で,取 調べの可視化が行われました。 これを推進 した

のはオバマさんで,オ バマさんが州選出の国会議員のときに,可 視化を実現 し

ました。ただし,殺 人犯だけです。それでも,わ れわれは前進だと思 っていま

す。 というのは,殺 人犯 こそ死刑になりかねない犯罪ですか ら。このときに,
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イ リ ノ イ州 の 取 調 官 は 反 対 しま した 。 しか し,今 は ど う言 っ て い る か と い う

と,苦 情 が な くな った 。 陪 審 員 に文 句 を言 わ れ な くな っ た と い う こ と で,被 疑

者 に と って もみ ん なWin-Winの 関係 に な って い るわ け で す。

可 視 化 に は時 々予 想 外 の 反 対 論 が あ って,「 ず っ と テ ー プ を撮 った ら,20日 間

の テ ー プを 弁 護 士 は見 るの か,そ ん な 時 間 は な い だ ろ う」,「裁判 官 は 見 るの か」

とい う もの で す 。 ア メ リカで も イギ リスで も,ど この 国 で も誰 も見 ませ ん 。 そ

ん な もの は テ ー プ に撮 って い る と分 か れ ば い いの で す 。 そ うす る と,目 の 前 に

あ る調 書 が うそ で は な い と分 か り ます か ら。 ビデ オ テ ー プが あ る と い うの は担

保 で あ って,誰 も見 ま せ ん。 私 もア メ リカの プ リ トライ ア ル を 見 ま した が,検

察 官 が 弁 護 人 に 「は い,調 書 」 とぱ っ と ビデ オ テ ー プを 渡 して い ま した 。 ビデ

オ テ ー プ に紙 が 付 い て い て,何 か な と思 った ら,こ の ビデ オ テ ー プ に は何 が 書

い て あ る と い う調 書 な の で す 。 そ れ だ けで 十 分 な の で す 。 争 い が な くな れ ば,

誰 も時 間 を か け て ビ デ オ テ ー プ な ど見 な い わ け で す か ら,不 必 要 な 心 配 だ と

思 って い ます 。

#23取 り残された検察改革

調書に頼 った裁判が横行 しているので,村 木さんの事件が起きました。 しか

も被告人に有利な証拠物を不利に書き換えた上で,共 犯者に返 したわけです。

私は共犯者の弁護人か ら聞きましたが,今 回も裁判員裁判ではなかったので

すが,公 判前整理手続が行われ,証 拠開示が行われました。全面開示ではない

けれども,か なりの証拠が出てくるようになったのですが,そ こで捜査報告書

として,検 察事務官が作ったフロッピーディスクに関する記録が,開 示された

のです。それが証拠開示で弁護人の手に渡っていたわけです。

そこか ら弁護人は悩んだそうです。書 き換え られたフロ ッピーを見ると,

「あれ,捜 査報告書と違 うではないか。 これは陰謀だろうか。誰の陰謀だろう

か。 どちらかが聞違 っているのだろうか。内容の違うフロッピーが2枚 あった
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のか。」と。法廷に出そうかどうしようか迷 って,結 局 フロッピーディスクは出

さなかったそうです。そのうちに,新 聞が偽造をすっぱ抜いたということで

す。

本件では証拠開示手続や公判前整理手続が機能 したため,検 察庁の証拠偽造

がばれました。

この事件を契機に設置された 「検察の在 り方検討会議」に,私 も委員として

入っています。何をやるのかというと,取 調べの可視化を含み,取 調べの適正

化にメスを入れようということになっています。

#24主 な論点は何か

取調べの可視化にはもう一つ,カ メラの前では自白 しないマフィアや暴力団

の犯罪はどのようにして取調べをするのか。代わりに盗聴,司 法取引や,お と

り捜査を認めなければならない。 自白に代わる代替的捜査手法を入れなければ

ならない。その検討がまだ済んでいないので,可 視化は無理だということを6

年 ぐらい前から言い続けています。代替的捜査手法の研究がまだ不十分だと言

い続けてきました。

しか し,政 府は,全 世界の主な大使館 に,必 ず検察庁派遣の検事のアタッ

シェや,警 察庁のアタッシェを置いているのです。韓国にもいます し,中 国な

どには警察庁,法 務省,最 高裁か ら3人 もいます。こんな布陣を何年 もやって

いて,代 替的捜査手法の検討が進んでいないはずがない。われわれはず っと

言っているのです。単に引き延ばしのために言っている,こ のごろは捜査当局

が 「可視化の代替的捜査手法」と言うと,僕 らは椰楡 して 「可視化引き延ばし

手法」 と言うのです。子供のけんかみたいですけれども。

それから,特 捜部捜査の問題 も深刻です。普通は警察が捜査 して,検 事が起

訴できるかどうかをチェックして,警 察捜査の不備をたた くのです。 ここの証

拠があるか,こ こは矛盾 していないかチェックするのです。被疑者 も呼んで,
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警察の捜査と矛盾がないかを自らやるのですが,特 捜部 にはそういう手順がな

いのです。捜査から起訴そして公訴 まで身内だけで自己完結 しているので,こ

れが今回のような事件を引き起こした原因ではないか,と いう批判ですね。

それか ら,検 察官倫理。われわれは司法研修所で,「 白表紙」と呼んでいる

教材を渡されます。弁護士講義案 もあり,そ の中には,弁 護士倫理が多 くの

ページを割いて書いてあるのです。悪いことをしてはいけませんとか,相 手か

らお金をもらってはいけませんとか,相 手の弁護士の悪 口を言 ってはいけませ

んとか,た くさん書いてある。法科大学院でも弁護士倫理を中心 に教えられて

いると思 うのです。 しかし研修所の検察講義案を見ると,検 察官倫理は1行 も

ないのです。有罪を取 ることだけが仕事ではない,被 告人の人権 も守 る。被告

人に有利な証拠が発見されたら,そ れを臆せず法廷に出すこと。無罪判決を受

けた検察官にバッテンを付ける人事評価制度をやめなさいということです。

これはアメリカでは当然のことですし,全 世界的に,検 察官の倫理はそうい

う方向に行 っています。 日本でも絶対に採用 してもらわなければ駄 目です。

#25司 法改革がもたらしたもの一法曹養成分野

肝心の法曹養成制度です。司法試験合格者を増員 しましたが,活 動領域の拡

大は放置 されていました。法曹人 口を増大 しろと,経 団連とか役所は,「われわ

れが採用す るのだから司法試験の合格者の領域が広がる」 と言 ったのです。そ

して3,000人 と打ち上げたのです。

ところがやってみると,企 業はなかなか採用 しないのです。身近な人が最大

の敵で,企 業の法務部員が自分の部下に,弁 護士資格を持 った人が来 るのを

じゃま扱いしているのではないかと,そ ういう身近な人が抵抗するといううわ

さを聞きます。弁護士資格がなくても,わ れわれは十分やってきたという成功

体験です。

それから公務員 も,国 家公務員試験を通 ってくれと,ま ず言 うのです。けれ
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ども,国 家公務員の試験時期 と採用時期は,司 法試験や,司 法修習の開始時期

が違うのです。何とか してくれと言 うのですが,何 の手当もしない。法曹人口

だけ増やせと提言をしなが ら,別 に佐藤先生の罪ではないですけれども,そ の

後のアフターフォローがちょっとまずかったなと思 っています。

この前,私 は京大法学部の同窓会で講演を頼まれましたので,出 席されてい

た教授の方 々に 「京大のようにips細 胞など,い ろいろ発明 している大学に,

弁護士資格を持つ人が誰もいない。ライセンス交渉などどうしているのか,自

己矛盾ではないか。」と言 ってきました。きっと近畿大学 も,何 人か法科大学院

の卒業生を取るべき時期ではないかと思っています。こういう意味で,新 人弁

護士の採用難が深刻です。

もう一つは,お 金がかかるという問題もあります。奨学金などの拡大 も必要

だと思っています。 ところが,わ れわれ日弁連は法科大学院の情報 も入ってこ

ないし,司 法試験の情報もあまり入ってこないし,修 習生の情報 もあまり入っ

てこないのです。みんな縦割 りなのです。

法科大学院は法科大学院協会で,仲 がいいか悪いかは分か りませんが,法 科

大学院の中で完結 しているし,司 法試験をやるのは法務省だ し,修 習は最高裁

だしという形で縦割りで,共 通 した理解の下でいい制度を作ろうという基盤が

なかなかないのが問題だと思 っています。

#26ひ ずみの解消を提唱

そこで私は,会 長に当選 してからは,合 格者を誰も出さない,ほ とんど出な

い法科大学院については,定 数を大幅に減じる,あ るいは市場から退去すべき

だと申し上げました。私は理想 として,入 学人数は制限して,そ の代わり,法

科大学院に入れば幅広い勉強をして,大 多数が司法試験に通 ってい くという制

度にすべきだと思 っているからです。
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#27司 法試験合格者数の推移と目安

合格者数のペースダウンを言い始めましたが,お かげさまでペースダウンに

なってしまいました。 目安は上の般で,下 が実績です。

#28ペ ースダウン後の状況

そういう意味では,皆 さん方には申し訳ないですが,弁 護士会ではペースダ

ウンがうまくいったから,さ らにもっと人数を減 らせ と。 日弁連の言 うことは

意外とよく通るではないかということで,本 当に困ったものです。ただ,日 弁

連がいくら人口を減 らせと言 ったところで,先 ほどご説明しましたように,昔

の三者協議のようなものはないですから,日 弁連が言 うだけでは,誰 も言 うこ

とを聞きません。

私は弁護士自治あるいは日弁連活動は,世 論の支持がないともたないものだ

と思っていますが,そ れを無視 したギル ド的主張が結構多いのが困っていると

ころです。皆さま方も卒業されたら,決 して蜘蛛の糸卒業生にはならないよう

に,後 輩を温か く迎える先輩になっていただきたいと思っています。

#29司 法改革がもたらしたもの一法テラスの役割強化

法テラスはまだまだ認知度が少ないのですが,日 本のセーフティネット,貧

しい人が司法にアクセスするという制度が遅れているという状況を改善 しよう

とするものです。

ただ,コ ールセンターなどでは40万件,地 方事務所で24万 件の相談があるの

です。「私はこんな問題を抱えているけれど,ど こに行 ったらいいのか」。電話

ではす ぐに具体的な法律相談をやるわけではないのですが,こ ういう制度を利

用して,弁 護士あるいは司法の活躍の分野を広げようとしているわけです。
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#32世 界の司法改革が向かう先

日弁連会長の任期中はもちろん,辞 めてか らも,世 界各国の弁護士会会長な

どと,よ く意見交換をします。感 じたことは,弁 護士の世界は大きく変わりっ

つある。どこの国も司法制度改革を唱えています。

共通 しているのは,依 頼者パワーの増大です。依頼者にとって何が一番いい

のか。依頼者,い わゆる消費者にとって,ど ういう制度がいいのか。ヨーロッ

パ(EU)の 域内ではどこの国で弁護士資格を取っても域内のどこの法廷でも活

動できます。例えば ドイツの弁護士がフランスの法廷に立つのは自由です。フ

ランス語さえ流ちょうに話せれば,自 由です。 ドイツ弁護士という肩書さえ書

けば自由です。そういう時代になっています。

それどころか,法 律事務所の経営を弁護士以外がやることも可能となりつつ

あります。 巨大な資本を持 って,大 きい法律事務所を構え,た くさんの弁護士

を採用して,多 様な法的サービスを提供する。 こういうあり方も依頼者のため

だ,消 費者のためだという考え方 に移りつつあります。そういう意味で,活 動

領域が広いです。

それか ら,法 曹養成でも,例 えば香港の弁護士会に行って聞いたのですが,

香港では,ロ ースクールが少なく,香 港大学など二つか三つです。そうすると,

そこのカリキュラムに,弁 護士会が必ず関与 しているのです。 というのは,弁

護士 として最低限このくらいのことを覚えてきてほしいと,弁 護士会が注文を

出す。少なくともM&Aの 講義 ぐらいしてきてよと。そのようなことを勉強 し

ていたら,司 法試験に通 らないということもあるのですが,割 と密接にお互い

が情報交換をする。いつかはそういう情報交換ができるようになるといいと思

います。

韓国のロースクールは20校 あります。法科大学院生の定数が2,000人,合 格

者は1,200～1,500人 です。要するに,法 科大学院の入学で絞る。法科大学院を

作った大学は,法 学部を廃止する。法律専門家は,法 科大学院生だけだという
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国の在 り姿,ア メリカのような在 り姿を描いているのです。

しか も20校にそれぞれ特色を持たせているのです。全部3年 制ですが,例 え

ば近畿大学だとすると知財を3年 間や りなさい,そ れプラス司法試験を頑張

る。別の大学は,司 法試験科目プラス税法だという形で,3年 間,専 門教育を

する。それは,そ れ以外の勉強がや りにくくなるではないかということもある

のだけれど,そ れが20集 まると,モ ザイク模様で,い ろいろな法曹ができる。

:.=.y戒しているのは税理士会であ り弁理士会のように感 じました。強敵が弁

護士資格を持って,3年 間専門教育を した人たちが出て くるわけですからね。

日本は金太郎飴方式です。韓国はモザイクで,そ の代わ り国全体,ト ータル

として法曹の在 り姿を見ている。 こういうことを,い ろいろ学んだわけです。

ただ,誇 れるところは,頭 を打つべきところは頭を打つで しょうけれども,弁

護士 自治や人権活動を,日 弁連が一一生懸命にやっているということです。

私は2～3週 間前か,中 国にも行 ってきました。 この日中関係が厳 しいご時

勢なので,さ まざまなことを感 じました。雲南省に行きましたが,弁 護士会の

会長は,そ この法務省の トップで した。常勤の事務局長は国家公務員で した。

要するに完全にコントロール下にあるのです。北京は,さ すがにそれを離れた

のですが,し か し,弁 護士の質を高あるためにという大義名分で,年 聞研修が

必須になっているのです。三十数時間の研修を受けて,研 修を受けた人が,免

許証を更新 して もらえるのですが,人 権派弁護士はその更新に落ちる人が多い

と聞いています。その人たちの弁護士資格がどうなっているのか少 し気がか り

です。

その中でも人権活動を行う弁護士に,心 から敬意を表するわけですが,さ ま

ざまな国を見てきま したので,一 長一短があ りますが,弁 護士自治や人権活動

を守 りながら,消 費者パワーに応えるような司法制度を作るために改革を して

いきたいと思 っています。

司法改革の結果,随 分垣根が低 くなったし,裁 判員裁判を典型として,い ろ
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い うな 人 が 裁 判 に もの 申す よ う に な りま した 。 検 察 庁 改 革 も,今 まで で あ った

ら,と て も行 わ れ な か った こ とで す が,こ れ も緒 に就 き ま した 。 そ うい う意 味

で,司 法 制 度 改 革 で 動 き 出 した 歯 車 は,止 ま らな いの で はな いか と思 って い ま

す 。 そ の う ち,日 弁 連 も仕 分 け され な い よ う に,心 して 頑 張 りた い と思 って い

ます 。

#29司 法改革がもたらしたもの一法テラスの役割強化

法テラスの話を しま した。認知度は少なかったのですが。これは主に貧 しい

人の弁護士費用の立て替えや法律相談を提供 している組織です。これは日弁連

が始あた扶助協会が前身で,最 初は日弁連が乏 しい財政の中からお金を出し,

再三陳情 した結果,国 が3,000万 円,4,000万 円,立 て替え払いのお金を出しま

しょうとなって少 しずつ大きくなった制度です。 ところが希望者が随分増え

て,業 務を拡大すればするほど,国 から出ない運営のための人件費の負担が大

きくなって,運 営する日弁連が財政的に困難になってきましたので,こ れはか

なわないと,国 に,運 営費も国が出す制度改革をお願いしたわけです。

法テラスという独立行政法人 となりましたので,そ れまで裁判所がやってい

た刑事の国選弁護人の選任業務を取 り込むとともに,新 たにコールセンター業

務を開始 しました。年越 し派遣村など,非 常にシビアな格差拡大や就職状況 も

明らかになってきましたので,今 のところ国からの予算 も大幅に増え,業 容 も

増えてきました。セーフティネットの充実を象徴する組織 となっています。

あくまで弁護士費用の立て替えですから,ど んな貧 しい人 も弁護士費用を返

さなければ駄目だったのです。これを,22年 度から生活保護世帯は償還免除と

いう制度にしました。これは予算が必要で永年の悲願でしたか ら,大 変にあり

がたいのです。その枠を広げていけば,諸 外国のように,諸 外国は立て替え払

いではな くて,給 付制で,弁 護士報酬は渡 しきりなのですが,そ ういう制度に

なっていく足がか りができたと思います。
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そうでないと,DV被 害の女性などが,離 婚相談に法テラスに来るのですが,

弁護士費用は立て替え払いです。だんなから慰謝料でも取れるのなら別だけれ

ども,だ んなも金がないとか,単 に離婚 したくて依頼する人 も多いので,弁 護

士報酬だけ20万～30万 円。と言って弁護士にとっても,相 手方にいつ襲われる

か分か らないような事件をするのに,と ても採算に合わない費用で活動をする

わけです。事務所に押 しかけてみた りされます。 しか し,本 人にとってみる

と,20万 円も30万円もの弁護士費用を後で戻 さなければ駄 目だということで,

みんな二の足を踏んでいたのです。

これが償還免除制度が導入されて,生 活保護を受けていれば,弁 護士報酬は

国が払うという制度になりました。来年度はさらに少 し枠が広がると聞いてい

ます。DV被 害や,そ の夫との養育をめぐる争いで,困 るのは多 くは生活力の

乏 しい女性ですから,と ても力強い役割を果たすのではないかと思っていると

ころです。

#30諸 外国と比較 してもあまりに低い民事法律扶助予算

国は今国選報酬を含めて法テラスのために300億 円予算手当て してくれるよ

うになりました。 これも国会議員に持って歩 く一目で分かるチラシです。

民事の法律扶助にかかる支出額は,イ ギ リスは約2,000億 円です。 日本 は81

億円でした。 これは国選弁護 は外して,民 事だけで,22年 度予算ベースでは100

億強と少 し増えていますが,国 民一人当たりでは63円 です。 これだけしか出 し

ていませんよということで,い ろいろ訴えるわけです。

イギリスは,弁 護士の3分 の1ぐ らいが国の予算で生活しているので,国 の

言いなりだという批判 もあります。例えばテロ資金のロンダリング(洗 浄)防

止のゲー トキーパーという情報提供制度があるのですが,変 な金を扱 う客が来

たら,国 に通告せよと。マネーローンダリングの手助けをさせられそうだった

ら,国 に通報 しろと言 うのです。 日弁連などは,そ ういうことは守秘義務に反
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す る と突 っぱ ね て い るの で す が,真 っ先 に賛 成 した の は イ ギ リスで す 。 こ の お

金 の 出方 を 見 れ ば,国 に抵 抗 はで き な い のか と思 い ます が 。 国 の予 算 で 弁 護 士

が 生 活 す る と い うの は,良 し悪 しで す 。

た だ,こ う い う陳 情 は 日弁 連 だ けか と思 って,ア メ リカ に行 き ま した ら,ア

メ リカ は別 の 訴 え 方 を して い ま した。 法 律 扶 助 に1ド ル 出せ ば,国 の支 出 は3

ドル 助 か る。1ド ル 出 して,弁 護 士 の 助 けを 得 て,生 業 に就 い た り,悪 い道 か

ら抜 け 出 した りす る と,放 置 して い る場 合 に比 べ る と国 の 予 算 が,3ド ル 助 か

る。1ド ル で3ド ル と い う こ とで,ABA(AmericanBarAssociation)は,

法 律 扶 助 予 算 の 獲 得 に動 いて い ま した 。 ア メ リカ ら しい運 動 で す ね 。

#31民 事司法の改革

今まで,民 事司法改革の話は最初に少 し触れただけで,あ まりしませんで し

た。労働審判や知財高裁設置,行 政事件訴訟法の改正はあったのですが,民 事

裁判 自体はほとんど手つかずだったわけです。 もちろん司法制度改革審議会

は,30本 ぐらいの法案を通 したと思います し,歴 代の内閣が掲げた行政改革を

含あ,い ろいろな改革の中でm成 功 したのは,司 法制度改革だと言われます。

しかし,そ の中で,民 事司法については,あ まり手がつけられませんで した。

日弁連会内でも,な かなか意思形成ができないのです。というのは,貧 しい

人の味方をする弁護士もいれば,企 業の味方をする弁護士もいれば,法 廷中心

の民事裁判ばかりやっている弁護士もいれば,幅 広 く国際業務をやっている弁

護士もいればということで,そ れぞれ立場が違うのです。民事裁判は弁護士が

皆,こ れでご飯を食べている分野です。刑事弁護は,捜 査当局との対決という

点で一致できる点があるのです。 しかし,民 事裁判,民 事司法になると,百 家

争鳴の感があり,な かなかまとまらないのです。

例えばデポジション(証 言録取)と かディスカバ リー(証 拠開示)を 導入す

るかどうかの議論があります。私自身は今の日本の民事裁判の真実発見機能は

..
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落 ちて い る と思 うの で す。 大 企 業 に 証 拠 が 偏 在 して い る。 そ れ を 大 企 業 か ら

引 っ張 りだ して くる とい う手 段 が な か な か な い わ け で,私 は こ うい う真 実 発 見

機 能 を増 やす た あ に も,デ ポ ジ シ ョ ンの よ うに,事 前 に両 方 の弁 護 士 が任 意 に

証 人 調 べ をす る とか,あ るい は大 企 業 が持 って い る証 拠 を 出 させ る,デ ィス カ

バ リー な どは導 入 す べ き だ と思 って い ます 。 企 業 側 で あ ろ う と,ど ち ら側 で あ

ろ う と,こ うい う制 度 は必 要 だ と思 うの です 。

た だ,デ ポ ジ シ ョ ン もデ ィス カ バ リー も,ア メ リカ の最 先 端 を行 く,と て も

ア グ レ ッ シブ な弁 護 士 が この制 度 を よ く使 う関係 で,と て もお金 が か か る制 度

にな りま した。 そ れ に対 す る批 判 もま た強 い の です 。 デ ィス カ バ リー に本 格 的

に対 応 しよ う とす る と,貸 倉 庫 を借 りて,証 拠 を全 部 ス キ ャナ ー で読 み込 ん で

分 析 す るな ど,も う か って い るの はPDFの 会 社 とデ ー タベ ー ス会 社 と一 部 の

弁 護 士 だ け で は な い か と い う ぐ らい,い わ ゆ る企 業 化 して しま った わ けで す 。

ク ラス ア ク シ ョンは 別 に して,貧 しい人 は,と て もア メ リカ の裁 判 に 参加 で き

な い こ とに な って しま う とい う,批 判 が あ るの で す。 デ ポ ジ シ ョン も繰 り返 し

や る と,や は り資力 の あ る弁 護 士 サ イ ドが勝 って しま うの で は な い か とい う議

論 が あ るの で す が,私 は証 拠 偏 在 を解 消す る た あ に は,日 本 流 に ア レ ンジ して,

い い 制度 に して導 入 して い った らい い と思 い ま す。

私 は会 長 時代 に,民 事 裁 判 改革 を や って ほ しい と委 員 会 に い ろ い ろ お願 い し

ま した。 意 見 は ま とま りま した けれ ど も,東 京 や大 阪 の大 き い弁 護 士 会 と,地

方 の弁 護 士 会 の温 度 差 は か な りあ りま す。 地 方 の弁 護 士 さん は少 人数 で や って

い ます か ら,デ ポ ジ シ ョンや デ ィ スカ バ リー な ど,訳 の分 か らな い,制 度 は 入

れ て くれ るな と。 今 の 裁 判 で ち ゃん とや れ て い るの だ とい う こ とで す ね。

今 回 の 日弁連 の 会長 選 挙 も,地 方 対 都市 の対 決 と言 わ れ ま した が,民 事 裁 判

改革 につ い て も明 らか にそ うい う形 にな って い るの で す。 だ か ら,な か な か ま

と ま らな い。 日弁 連 は 全 国 組 織 で す か ら,地 方 会 の 人 もま とま って 「や ろ う」

と言 って くれ な い と,な か な か この 制 度 改革 は進 ま な い の で す。 私 が 「や ろ う

:・
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や ろ う」 と言 い ま した けれ ど も,と て も改 革 はで きな か った と い うこ とで す 。

そ れ で は,こ の 程 度 で よ ろ しいで し ょうか 。 勝 手 な こ とを 言 い ま した けれ ど

も,ご 清 聴 あ りが と う ご ざ い ま した 。
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